
 

水銀大気排出抑制対策の今後のスケジュール（案） 

 
 
水銀大気排出抑制対策について、現時点では、以下のスケジュールで進めていく予定

としている。 
 
 
■平成 28 年６月７日（本日） 

中環審大気・騒音振動部会（第 11 回） 

大気排出基準等専門委員会の第一次報告書を踏まえ、「水銀に関する水俣条約を踏

まえた水銀大気排出対策の実施について」の第一次答申のとりまとめ 

  ⇒ 第一次答申 
 
 
■平成 28 年８月頃 
 大気汚染防止法施行令（施行期日※、要排出抑制施設の種類）及び施行規則（施設の

種類や規模及びそれらに応じた排出基準、測定方法、各種届出様式等）の改正 
※改正大気汚染防止法の施行期日は、条約発効日から 2 年以内で政令で定める日と

されている。 
 
 
■平成 28 年９月以降 
大気排出基準等専門委員会において、要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップ

の在り方について検討 
⇒ 検討結果を第二次報告書として取りまとめ、大気･騒音振動部会での議論を経て、

第二次答申 
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